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第５章 文化的景観における行為規制について 

５－１ 行為規制の概要 

当文化的景観の選定申出範囲には、土地利用や景観形成等に関する既存の法令等により、文化

的景観としての価値の保存に有効な行為規制が定められている（表 5-1）。 

したがって、文化的景観としての価値の保存に有効な土地利用や景観形成に関する行為規制に

ついて、これを遵守するものとする。 

 

 

行為規制の内容 根拠法令 行為規制範囲 
許可・ 

届出等 

賞罰 

規定 

開発行為 

・市街化区域における敷地面積 1000

㎡以上の開発行為 

・市街化調整区域における原則すべて

の開発行為 

都市計画法 

都市計画区域 

（全市域） 

※図 5-1参照 

許可 

懲役 

又は 

罰金 

建築物の

新築・改

築等 

・建築物の新築、改築等 
都市計画法 

建築基準法 

都市計画区域 

用途地域 

防火指定 

高度地区 

特別用途地区 

（観光地区） 

都市計画施設の区

域内における建築

の制限 

※図 5-1、5-2 

参照 

申請 

懲役 

又は 

罰金 

・土地の区画形質の変更 

・建築物の建築 

・その他政令で定める行為 

※表 5-2に建築物等に関する制限を

示す。 

都市計画法 

（岐阜市地区計画

区域内における

建築物等の制限

に関する条例） 

伊奈波地区 

地区整備計画区域 

※図 5-1参照 

届出 罰金 

・建築物、工作物の新築、改築、増築

又は移転 

・宅地の造成、土地の開墾その他の土

地の形質の変更 

・木竹の伐採 

・土石の類の採取 

・水面の埋立て又は干拓 

・建築物等の色彩の変更 

・屋外における土石、廃棄物又は再生

資源のたい積 

※表 5-3に許可基準（一部抜粋）を

示す。 

都市計画法 

（岐阜市風致地区

条例） 

金華山・長良川風

致地区 

（第１種風致地区 

第２種風致地区） 

※図 5-2参照 

許可 罰金 

 

 

 

 

表 5-1 土地利用等における行為規制の一覧(1/4) 
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表 5-1 土地利用等における行為規制の一覧(2/4) 

行為規制の内容 根拠法令 行為規制範囲 
許可・ 

届出等 

賞罰 

規定 

建築物の

新築・改

築等 

・大規模建築物等の新築、増築、改築、

移転、外観変更となる修繕・模様替、

色彩の変更 

【大規模建築物等】 

建築物：５階、高さ 20ｍ、延べ面 

積 3,000㎡のいずれかを越 

えるもの等 

工作物：高さ 20ｍ、築造面積 3,000 

㎡のいずれかを越えるもの    

等 
景観法 

（岐阜市景観 

条例） 

景観計画重要区域 

（金華山・長良川

区域） 

 ※図 5-6参照 

届出 罰金 

・建築物・工作物の新築、増築、改築、

移転、外観変更となる修繕・模様替、

色彩の変更 

景観計画重要区域 

（金華山・長良川

区 域 の う ち 、

「B,C地区」） 

※図 5-6参照 

届出 罰金 

・建築物・工作物の新築、増築、改築、

移転、外観変更となる修繕・模様替、

色彩の変更 

景観計画重要区域 

（金華区域） 

※図 5-6参照 

届出 罰金 

・建築物、工作物の新築、改築、増築

又は移転 

・建築物等の色彩の変更 

風致地区 届出 罰金 

都市公園

における

行為 

・都市公園の損傷又は汚損  

・竹木の伐採又は植物の採取 

・土地の形質の変更 

・鳥獣及び魚類の捕獲又は殺傷 

・はり紙又ははり札 

・立入禁止区域への立入 

・その他都市公園の利用及び管理に支

障のある行為 

都市公園法 

（岐阜市都市公園

条例） 

都市公園区域 

 ※図 5-2参照 

禁止 過料 

・公園施設以外の工作物その他の物件

又は施設による占用 
許可 

懲役 

又は 

罰金 

道路にお

ける行為 

・電柱、広告塔等の工作物の占用、変

更 

・水道管等の埋設物の占用、変更 

・鉄道等の施設の占用、変更 

・地下街、通路、浄化槽等の施設の占

用、変更 

・露店等の施設の占用、変更等 

道路法 国道、県道、市道 許可 

懲役 

又は 

罰金 

河川にお

ける行為 

・河川の流水の占用 

・土地の占用 

・土石や土石以外の河川の産出物の採

取 

・工作物の新築、改築、又は除去 

・土地の掘削、盛土若しくは切土その

他土地の形状を変更する行為 

・竹木の栽植若しくは伐採 

河川法 

河川区域 

 ※図 5-3参照 
許可 

懲役 

又は 

罰金 

・土地の掘削、盛土又は切土その他土

地の形状を変更する行為 

・工作物の新築又は改築 

河川保全区域 

 ※図 5-3参照 
許可 

懲役 

又は 

罰金 
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表 5-1 土地利用等における行為規制の一覧(3/4) 

行為規制の内容 根拠法令 行為規制範囲 
許可・ 

届出等 

賞罰 

規定 

山林にお

ける行為 

・立木・立竹の伐採 

・立木の損傷 

・家畜の放牧 

・下草、落葉若しくは落枝を採取 

・土石若しくは樹根の採掘 

・開墾その他の土地の形質を変更する

行為 

森林法 
保安林 

 ※図 5-3参照 
許可 

懲役 

又は 

罰金 

・砂防設備の損傷 

・砂防指定地内の河川、水路等への土

石、砂れき、竹木、じんあいその他

の物件をたい積、又は投棄 

・土石又は砂れきの採取 
砂防法 

（岐阜県砂防指定

地の管理及び砂

防設備占用料等

の徴収に関する

条例） 

砂防指定地 

 ※図 5-3参照 

禁止 

懲役 

禁錮 

又は 

罰金 

・砂防設備の使用 

・工作物の新築、改築又は除却 

・竹木の伐採（樹根の採取を含む）、又

は滑下若しくは地引きによる運搬 

・土石、砂れき、竹木、じんあいその

他の物件のたい積、又は投棄 

・土地の掘さく、盛土、開墾その他土

地の形状の変更 

・土石若しくは砂れきの採取、又は鉱

物の採掘 

許可 

懲役 

禁錮 

又は 

罰金 

宅地以外の土地を宅地にするため、又

は宅地において行う土地の形質の変

更で次に掲げるもの 

・高さ 2 メートルをこえる「がけ」が

できる切土  

・高さ 1 メートルをこえる「がけ」が

できる盛土 

・切土と盛土による「がけ」が 2ｍを

こえるもの 

・切土または盛土をする土地の面積が、

500平方メートルをこえるもの 

宅地造成等規制法 

宅地造成工事規制

区域 

 ※図 5-3参照 

許可 

懲役 

又は 

罰金 

・建築物・工作物の新築、増築、改 

 築 

・水面の埋め立て又は干拓 

・木竹の伐採 

鳥獣の保護及び狩

猟の適正化に関す

る法律 

鳥獣保護区特別保

護地区 

 ※図 5-3参照 

許可 

懲役 

又は 

罰金 

広告物に

関する行

為 

・広告物の表示、又は掲出物件の設置 

 

屋外広告物法 

（岐阜市屋外広告

物条例） 

禁止地域 

（第 1・2種低層住

居専用地域、風

致地区や都市公

園、保安林、指

定文化財周辺な

ど） 

禁止 

（適用

除外あ

り） 

罰金 

広告物規制地区

（金華地区、金華  

山・長良川地区） 

※禁止地域等を除

く 

許可 
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表 5-1 土地利用等における行為規制の一覧(4/4) 

行為規制の内容 根拠法令 行為規制範囲 
許可・ 

届出等 

賞罰 

規定 

文化財に

関する行

為 

【史跡】 

・現状を変更する行為及び保存に影響

を及ぼす行為 

文化財保護法 

史跡岐阜城跡 許可 

懲役 

禁錮 

又は 

罰金 

【埋蔵文化財】 

・埋蔵文化財の調査のため土地を発掘

しようとする場合 

・埋蔵文化財の調査以外の目的で土地

を発掘しようとする場合 

周知の埋蔵文化財 

包蔵地 

 ※図 5-4参照 

届出  

【登録有形文化財】 

・滅失若しくはき損、又は亡失、盗 

 難 

・輸出 

・現状を変更する行為 

登録有形文化財

（建造物） 
届出 過料 

【市重要文化財】 

・現状を変更する行為及び保存に影響

を及ぼす行為 文化財保護法 

（岐阜市文化財保

護条例） 

岐阜市重要文化財 

許可  

【市重要文化財】 

・滅失若しくはき損、又は亡失、盗難、・

所在場所変更 

届出  
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表 5-2 地区整備計画における建築物等に関する制限 

地区名 制限される用途 
最高 

高さ 

形態・意匠 

色彩・照明 屋外広告物 

伊奈波地区 

地区整備計画区域 

風俗施設、遊戯施設、

運動施設、倉庫業倉

庫、工場、危険物の貯

蔵・処理施設 

20ｍ 

・色彩は派手な原色を避

ける 

・ネオンサイン、サーチ

ライト等の制限 

・派手な原色を避け、周囲

の景観との調和 

・夜間照明への配慮 

・華美なネオン・点滅灯の

制限 

 

 

表 5-3 風致地区内行為における許可基準（一部抜粋） 

種別 高さ 建ぺい率 

外壁の後退距離 

緑地率 

（緑被率） 

切土又は盛

土の高さ 道路に接する 

敷地の境界線 

その他の 

敷地の境界線 

第 1種風致地区 8ｍ 10分の 2 3ｍ 1.5ｍ 10分の 5 3ｍ 

第 2種風致地区 10ｍ 10分の 4 2ｍ 1ｍ 10分の 3 5ｍ 

 

 

 以上、文化的景観の選定申出範囲における既存の行為規制について整理した。川原町地区・旧

城下町地区・鵜飼屋地区については、開発および建築物の新築・改築等といった現状を変更する

行為に対し、その規制について都市計画法や景観法もしくは、岐阜県・岐阜市の条例により定め

られている。また、長良川地区については河川法、金華山地区については森林法・砂防法・鳥獣

保護及び狩猟の適正化に関する法律により、土砂の採取、木竹の伐採、建築物・工作物の伐採な

どの行為に対し、禁止および許可する事項を定めている。 

 岐阜市景観計画においては、市域全体が景観計画区域とされているが、当文化的景観の一次申

出範囲に該当する部分は、景観計画重要区域（「金華区域」、「金華山・長良川区域」）として、景

観保全のためより厳しい行為規制が定められている。 

 長良川については、「木曽川水系河川整備計画」において、河川の総合的な保全と利用の中に、

流域の歴史、文化及び河川環境等の保全に配慮することが謳われている。金華山については、「長

良川国有林の地域別森林計画書」や「長良川森林計画区 国有林野施業実施計画書」等において

「自然観察教育林」として位置づけられ、実際の施業においては、景観に配慮した常緑樹の整理、

見通しの良い落葉樹林を主とした林分への修景施業を行うこととしている。 
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５－２ 岐阜市景観計画の概要 

当文化的景観の土地利用等における行為規制に関連し、文化的景観における景観形成の基本と

なるものとして、平成 21年度から施行され、平成 24年に変更された「岐阜市景観計画」が挙げ

られる。 

「岐阜市景観計画」では、「「美を愛
め

で、美に和
なご

み、美に潤
うるお

う岐阜のまち」～自然と都市を調和さ

せ、歴史と未来をつなぐ景観を創り出す～」を基本理念として、市域全域に共通する５つの基本方針の

もと、景観形成を図る区域の設定や、建築行為等における景観形成の方針や行為制限に関する事

項を定めることにより景観形成に取り組んでいる。 

 

基本方針１ 豊かな自然の景観を創る。 

基本方針２ 城下町の歴史的な景観を創る。 

基本方針３ 近過去の懐かしい景観を創る 

基本方針４ 未来へ発展する現代的な景観を創る 

基本方針５ 安全で快適な暮らしと周辺環境に調和した景観を創る 

 

「岐阜市景観計画」では、市域全域を景観計画区域とし、景観形成の方針と景観形成基準を定

めるとともに、景観特性に基づく類型別景観計画区域を区分し、各々の景観特性に応じた景観形

成方針を定めている。 

また、景観計画区域のうち、岐阜らしい景観を形成していくために特に重要な区域を「景観計

画重要区域」として位置づけ、「金華区域」と「金華山・長良川区域」の２区域を定め、区域ごと

により詳細な方針や基準を定めている。 

重要文化的景観として選定申出を行う範囲は、類型別景観計画区域では、「河川景観」、「山地景

観」、「歴史景観」に該当するとともに、景観計画重要区域の「金華区域」と「金華山・長良川区

域」の２区域に概ね内包される（表 5-4、図 5-5、図 5-6参照）。 

 

 

表 5-4 選定申出範囲の地区と岐阜市景観計画における区域の位置付け 

選定申出範囲 景観計画 

地区区分 類型別景観計画区域 景観計画重要区域 

長良川地区 河川景観 
金華山・長良川区域 

金華山地区 山地景観 

旧城下町地区 

歴史景観 
金華区域 

川原町地区 

鵜飼屋地区 金華山・長良川区域 
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【備考】類型別景観計画区域が重複する場合には、各景観形成方針を併せて適用する。  

図 5-5 類型別景観計画区域図（「岐阜市景観計画」より転載、一部加筆） 
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表 5-5 類型別景観計画区域（河川景観、山地景観、歴史景観）における景観形成方針 

河川景観（長良川については概ね長良川及び堤防天端の中心より 200ｍの区域） 

項目 景観形成方針 

建築物・工作物の 

形態意匠 

・過度に人の目を引きつける動物や植物等のイメージを用いた形態意匠は控える。 

・対岸からの眺望等に配慮し、水辺に顔を向けた建築物の形態意匠、配置とする。 

・主要な眺望点から、金華山や百々ケ峰等の稜線や緑への見通しを極力確保できる高さ、配置とする。 

建築物・工作物の 

色 彩 

・使用する色数は、できる限り少なくする。 

・木材や石材等の自然素材のような落ち着いた色彩を基調とする。 

配置・外構 

・セットバック等により圧迫感を軽減させるとともに、緑化やオープンスペースの確保などにより開放感を創出する。 

・広がりのある河川景観を創出するため、オープンスペースを確保する。 

・塀、柵等を設置する場合は、圧迫感を与えない形態意匠、高さとする。 

素 材 
・木材や石材等の自然素材を積極的に利用する。 

・擁壁の仕上げは自然石又はこれに類するものとする。 

緑 化 

・塀、柵の生垣化や、緑化を組み合わせた塀、柵等の設置を行う。 

・周辺の街路樹や既存樹木との連続性に配慮し、緑を配置する。 

・擁壁の前面、上部には緑化等を行う。 

・駐車場は、周辺の自然景観と調和するよう、緑化により修景を行う。 
 
山地景観（風致地区内の山地） 

項目 景観形成方針 

建築物・工作物の 

形態意匠 

・後背の山なみを意識し、極力勾配屋根とする。 

・過度に人の目を引きつける動物や植物等のイメージを用いた形態意匠は控える。 

・主要な眺望点から、金華山や百々ケ峰等の稜線や緑への見通しを極力確保できる高さ、配置とする。 

建築物・工作物の 

色 彩 

・使用する色数は、できる限り少なくする。 

・木材や石材等の自然素材のような落ち着いた色彩を基調とする。 

配置・外構 
・セットバック等により圧迫感を軽減させるとともに、緑化やオープンスペースの確保などにより開放感を創出する。 

・塀、柵等を設置する場合は、圧迫感を与えない形態意匠、高さとする。 

素 材 
・木材や石材等の自然素材を積極的に利用する。 

・擁壁の仕上げは自然石又はこれに類するものとする。 

緑 化 

・塀、柵の生垣化や、緑化を組み合わせた塀、柵等の設置を行う。 

・周辺の街路樹や既存樹木との連続性に配慮し、緑を配置する。 

・擁壁の前面、上部には緑化等を行う。 

・駐車場は、周辺の自然景観と調和するよう、緑化により修景を行う。 
 
歴史景観（金華区域、鵜飼屋区域） 

項目 景観形成方針 

建築物・工作物の 

形態意匠 

・歴史的まちなみの連続性に配慮し、極力勾配屋根とする。 

・過度に人の目を引きつける動物や植物等のイメージを用いた形態意匠は控える。 

・開口部の格子や一階に庇を設けるなどにより、伝統的で格式ある形態意匠とする。 

・隣り合う建築物と軒高、壁面線、スカイライン等を整え、連続性を保つ。 

・主要な眺望点から、金華山や百々ケ峰等の稜線や緑への見通しを極力確保できる高さ、配置とする。 

建築物・工作物の 

色 彩 

・使用する色数は、できる限り少なくする。 

・地域の伝統的な色彩を尊重し、落ち着いた色彩を基調とする。 

配置・外構 
・駐車場については、まちなみの連続性に配慮し、塀、柵等を設置する。 

・自動販売機を設置する場合は、建築物等と一体化する等、周辺のまちなみと調和するよう工夫する。 

素 材 ・木材や漆喰、石、日本瓦等の伝統的な素材を積極的に利用する。 
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１）景観計画重要区域（金華区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-6 景観計画重要区域における景観形成基準（指導助言基準）（1/2） 

項 目 景観形成基準 

基本事項 

調和 

・建築物等が立地する場所の地形、歴史、文化的環境と安全で快適な環境づくりを踏まえ、中遠景

や周辺のまちなみと調和した形態意匠、色彩、規模、配置とする。 

・個別の建築物等については、まとまりのある形態意匠とし、同一敷地内の複数の建築物等について

も景観上の共通性、類似性を取り込んだまとまりのあるものとする。 

・公共公益施設や大規模な事業の実施にあたっては、周辺景観と調和し、本区域の魅力向上に寄

与するような形態意匠、色彩とする。 

・歴史的まちなみや金華山、岐阜城、伊奈波神社、正法寺、三重塔への眺望景観と調和した高さと

する。 

眺望等 

・建築物等の配置は、主要な眺望点※から眺める金華山、岐阜城、伊奈波神社、正法寺、三重塔へ

の見通しを極力確保する。 

・建築物等の形態意匠、色彩は、主要な眺望点から金華山、岐阜城、伊奈波神社、正法寺、三重塔

を眺める景色に調和させる。 

・特に外部設備や屋上設備等の建築設備や屋上階段等は、極力目立たない形態意匠、色彩、配

置、又は目かくしにより眺望景観に配慮する。 

※主要な眺望点：図 5（主要な眺望点位置図） 

維持管理 ・建築物等を適正に維持管理する。 

建築物・工

作物の形態

意匠 

屋根形状 
・歴史的まちなみと調和した屋根形状とし、スカイラインの統一を図る。 

・歴史的まちなみの連続性に配慮し、極力勾配屋根とする。 

外壁 
・長大な外壁面は、金華山や周辺の歴史的まちなみに調和するよう、適度に分節し、開口部の設置

や壁面の段差等の変化、色彩の変化等により圧迫感を与えないようにする。 

誘目性 

・過度に人の目を引きつける動物や植物等のイメージを用いた形態意匠は控える。 

・自動販売機には、過度に誘目性の高い外装部への絵、写真その他これらに類するものの書き込

み、貼り付け等を行わないようにする。 

ファサード 

・開口部への格子や1階に庇を設けるなどにより、伝統的で格式のある形態意匠とし、周辺の歴史的

まちなみと調和させる。 

・外壁がない立体駐車場は、ルーバー等の設置、樹木、生垣等の緑を配置することにより、構造物の

うち道路に面する部分の過半が直接露出しないように修景する。 

・ベランダ等は、手摺壁の形態意匠等に工夫し、洗濯物等がなるべく通りから見えないようにする。 

壁面線 

・階層 

・隣り合う建築物等の軒高や壁面線、スカイライン等を整え、歴史的まちなみの連続性に配慮する。 

屋外階段 
・屋外階段やバルコニー等は、建築物等と一体的な形態意匠、色彩としたり、ルーバー等の目かくし

により修景する。 

外部設備 

・外部設備や屋上設備は露出しないようにする。やむを得ず露出する場合は、主要な通りや眺望点

から容易に望見できないよう、配置を工夫したり、木製格子等による目かくし、緑化等により修景す

る。 

鉄柱・鉄塔 
・携帯電話用アンテナ及びその柱等は集約化し、シンプルなものとするとともに、主要な通りや主要な

眺望点から極力望見できない形態意匠、配置とする。 

道路附帯 

施設等 

・バス停上屋（シェルター）、サイン等は、歴史的まちなみに調和した形態意匠とする。 

 

【良好な景観の形成に関する方針】 

・伊奈波神社や正法寺等の歴史的資源を保全するとともに、周辺においてはそれらと調和した景観を形

成する。 

・川原町及び久屋町等の歴史的風情を湛える町家が連なるまちなみや、岐阜らしい趣ある建築物により

形成される歴史的まちなみ景観を保全、創出する。 

・三重塔や伊奈波神社、正法寺等の歴史的資源への眺めや金華山、長良川と一体となったまちなみとが

織りなす美しい眺望景観を保全、創出する。 

・長良川鵜飼等の文化的景観の保全及びそれらと調和した景観を形成する。 

・岐阜公園及びその周辺では、岐阜の歴史や自然を活かした景観を形成する。 
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表 5-6 景観計画重要区域における景観形成基準（指導助言基準）（2/2） 

項 目 景観形成基準 

建築物・工

作物の色彩 

基調色 

・周辺の歴史的まちなみとの調和を保つよう、基調となる色彩は、蛍光色は避け無彩色及び茶系統の

彩度の低い、つやのない落ち着きのある色彩とする。やむを得ず彩度の高い色彩を利用する場合

は、面積を抑え、効果的な使い方をする。 

・建築物の屋根は、低彩度及び低明度を基調とする。 

・市域全域で届出を要する行為の建築物等については、基調となる色彩は、色相がＲ、ＹＲ、Ｙ系は

彩度 4、それ以外の色相は彩度 2以下とし、その他の建築物等については、基調となる色彩は、彩

度 4以下とする。ただし、建築物等の着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げ

られる部分又は建築物の外壁面の 20％未満の範囲で着色される部分の色彩については、この限

りでない。 

・送電又は送信のための鉄塔・鉄柱（建築物等に附属する携帯電話用アンテナは除く）については、

空が背景となる場合は無彩色の明度 5.5から 8程度とし、金華山等の山が背景となる場合は、落ち

着いたＹＲ系の色相を用いる。 

・建築物等に附属する携帯電話用アンテナを外壁面に設置する場合は、外壁の色彩と調和させ、上

空に突出する部分については、上記と同様とする。 

アクセント 

カラー等 

・使用する色彩や量は相互に調和する配色となるようバランスをとる。 

・コーポレートカラーやイメージカラー等は、彩度の高い色彩を大きな面積で用いることを避ける。 

色数 ・使用する色数はできる限り少なくする。 

地域色・ 

伝統色 
・伝統的な色彩を尊重し、周辺のまちなみと色彩を調和させる。 

配色調和 ・使用する色彩は、敷地内の個々の建築物等と調和させ、バランスのとれた配色とする。 

配置外構 

連続性 ・平面駐車場等について、まちなみの連続性に配慮し、門、塀等を設置する。 

附属建築物 

・建築設備や駐車場、駐輪場、ゴミ集積所等は、極力建築物と一体化した形態とし、通りやその他の

公共の場所から見えないようにする。やむを得ず見える場所に配置する場合は、目かくし、緑化等

により修景する。 

自動販売機 ・自動販売機を設置する場合は、建築物等との一体化や周辺のまちなみと調和するよう工夫する。 

素材 

耐久性 ・経年変化に耐え、汚れが目立たない素材を使用する。 

維持管理 ・清掃等の維持管理のしやすい素材を使用する。 

質感 
・木材や漆喰、石、日本瓦等の伝統的な素材を積極的に利用する。 

・建具は木製又は落ち着いた色のカラーサッシ又はこれに類するものとする。 

光沢性 
・金属やガラス等の光沢性のある素材を大きな面積で用いる場合には、周辺景観と調和させるように

する。 

緑化 

全体構成 ・樹種、樹高、樹姿、緑量、植栽位置、植栽手法等について周辺に合わせた緑化とする。 

配置 ・敷地内には、低・中・高木を適切に配置する。 

緑量 

・市域全域において届出対象行為となる建築物の敷地内には、原則として敷地面積から建築面積及

び築造面積を除いた面積に対する緑地面積の割合が 10分の 1以上となるよう緑地面積を確保す

る。 

樹種 
・推奨種を用いる。 

・社寺林や保存樹、既存樹林等を保全する。 

季節感 ・季節を感じることができるような植栽を行う。 

照明 

光量・色彩 

・方向 

・岐阜城（金華山）、長良川の夜間景観を損なうような過度な明るさやけばけばしい色彩の照明を用

いない。 

・露出したネオン管、レーザー光線、LEDによる映像等の過度な照明は設置しない。 

点滅 ・華美なネオンやけばけばしく点滅する照明は設置しない。 

橋梁・ 

水門等 

全体構成 ・周辺景観に配慮した形態意匠、色彩とする。 

設備管等 ・排水管等は目立たない位置に設ける。 

照明灯等 
・照明灯、欄干、ゲート、支柱、床仕上げ材等は、歴史的まちなみや自然景観、連続性に配慮した形

態意匠、色彩とする。 

仮設物等 形態・色彩等 
・仮囲い等の工事用仮設物や仮設建築物などは、歩行者の安全に配慮するとともに、良好な景観を

損なわないような、形態意匠、色彩、配置とする。 
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図 5-7 主要な眺望点位置図（「岐阜市景観計画」より転載、一部加筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-8 主要な眺望点からの眺め（「岐阜市景観計画」より転載） 
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表 5-7 景観計画重要区域における景観形成基準（勧告基準）（図 5-9に示すゾーンごとに示す） 

項目 景観形成基準 

地区名 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 

基本事項 

・建築物前面（道路側）において、異質な形態意匠、色彩、素材を用いる等、外壁のデザインの統一感を妨げ、不調和と

したとき。 

・自然資源や歴史・文化的資源の近傍やその周辺において、異質な形態意匠、色彩、素材、規模、配置とする等、良好

な眺望景観を阻害したとき。 

・きらびやかなネオンサイン、光源が点滅し、又は移動する照明、サーチライト、レーザー光線等過度に明るい照明設備

を設置したとき。 

建築物等の

高さ 
・高度地区の制限による。 

・建築物等の高さが 20ｍを超えるとき。ただ

し、敷地内において道路沿いに門等によ

る修景整備がされ、道路境界までの距離

が一定以上離れている建築物等（高さ 10

ｍ以下の建築物等は、除く）にあっては、

市長が岐阜市景観審議会の意見を聴き、

景観上配慮を行ったと認めた場合は、建

築物等の高さが 25ｍを超えるときとする。 

上記について、階段室、昇降機塔、装飾

塔、物見塔、屋窓その他これらに類する

建築物の屋上部分の水平投影面積の合

計が当該建築物の建築面積の 8 分の 1

以内の場合においては、その部分の高さ

は、2m までは、当該建築物の高さに参

入しない。 

・風致地区の制限による。 

緑化 

・地階を除く階数が 6階以上若しくは地上からの高さが 20ｍを超える又は延べ面積

（地階を除く各階の床面積の合計）が 3,000 ㎡を超える建築物の新築、増築、改

築または移転をするとき、敷地面積から建築面積及び築造面積を除いた面積に

対する緑地面積の割合が 10 分の 1未満となるとき。ただし、岐阜市景観審議会

の意見を聴いて、市長が認めるときは、この限りでない。 

・風致地区の制限による。 

備考  
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図 5-9 金華区域ゾーン図（「岐阜市景観計画」より転載、一部加筆） 

 

表 5-8 景観計画重要区域における景観形成基準（変更命令基準） 

項目 景観形成基準 

建築物・ 

工作物の 

色彩 

・市域全域で届出を要する行為の建築物等の基調となる色彩は、色相が R、ＹＲ、Y 系は彩度 4、それ以外の色相

は彩度 2 より高い場合、その他の建築物等の基調となる色彩は彩度 4 より高い場合。ただし、建築物等の着色

していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分又は建築物の外壁面の 20％未満の範囲で着

色される部分の色彩については、この限りでない。 
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２）景観計画重要区域（金華山・長良川区域） 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-9 景観計画重要区域における景観形成基準（指導助言基準）（1/2） 

項 目 景観形成基準 

基本事項 

調和 

・建築物等が立地する場所の地形、歴史、文化的環境と安全で快適な環境づくりを踏まえ、中遠景や周辺

のまちなみと調和した形態意匠、色彩、規模、配置とする。 

・個別の建築物等については、まとまりのある形態意匠とし、同一敷地内の複数の建築物等についても景観

上の共通性、類似性を取り込んだまとまりのあるものとする。 

・公共公益施設や大規模な事業の実施にあたっては、周辺景観と調和し、本区域の魅力向上に寄与

するような形態意匠、色彩とする。 

・長良川や金華山、百々ケ峰の美しい自然景観を阻害しない高さとする。 

眺望等 

・建築物等の配置は、主要な眺望点※から眺める長良川、金華山、岐阜城、百々ケ峰への見通しを極

力確保する。 

・建築物等の形態意匠、色彩は、主要な眺望点から長良川、金華山、岐阜城、百々ケ峰を眺める景

色に調和させる。 

・外部設備や屋上設備等の建築設備や屋上階段等は、極力目立たない形態意匠、色彩、配置、又は

目かくしにより眺望景観に配慮する。 

※主要な眺望点：図 7（主要な眺望点位置図） 

維持管理 ・建築物等を適正に維持管理する。 

建築物・ 

工作物の 

形態意匠 

屋根形状 ・周辺景観やまちなみと調和した屋根形状とし、スカイラインの統一を図る。 

外壁 
・長大な外壁面は、長良川や金華山等周辺の景観に調和するよう、適度に分節し、開口部の設置や

壁面の段差等の変化、色彩の変化等により圧迫感を与えないようにする。 

誘目性 

・過度に人の目を引きつける動物や植物等のイメージを用いた形態意匠は控える。 

・自動販売機に過度に誘目性の高い外装部への絵、写真その他これらに類するものの書き込み、貼り

付け等で周辺の景観やまちなみを乱さないようにする。 

ファサード 

・外壁がない立体駐車場は、ルーバー等の設置、樹木、生垣等の緑を配置することにより、構造物のうち

道路に面する部分の過半が直接露出しないように修景する。 

・ベランダ等は、手摺壁の形態意匠等に工夫し、洗濯物等がなるべく通りから見えないようにする。 

屋外階段 
・屋外階段やバルコニー等は、建築物等と一体的な形態意匠、色彩に配慮したり、ルーバー等の目

かくしにより修景する。 

外部設備 

・外部設備や屋上設備（空調室外機、水タンクなど）は露出しないようにする。やむを得ず露出する場

合は、金華山等の眺望に配慮や配置を工夫したり、格子等による目かくしや緑化等により修景す

る。 

鉄柱・鉄塔 
・携帯電話用アンテナ及びその柱等は集約化し、シンプルなものとするとともに、主要な通りや主要な

眺望点から極力望見できない形態意匠、配置とする。 

道路附帯 

施設等 
・バス停上屋（シェルター）、サイン等は、周辺景観に調和した形態意匠とする。 

 

 

 

 

 

 

 

【良好な景観の形成に関する方針】 

・金華山、百々ケ峰等の山々や長良川の美しい自然景観を保全する。 

・金華山、百々ケ峰等の山々や長良川と市街地とが織りなす美しい眺望景観を保全する。 

・長良川鵜飼等の文化的景観の保全及びそれらと調和した景観を形成する。 

・自然と調和した落ち着いた雰囲気のまちなみ景観を保全・創出する。 
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表 5-9 景観計画重要区域における景観形成基準（指導助言基準）（2/2） 

項 目 景観形成基準 

建築物・工

作物の色彩 

基調色 

・周辺の景観との調和を保つよう、基調となる色彩は、蛍光色は避け無彩色及び茶系統の彩度の低

い、つやのない落ち着きのある色彩とする。やむを得ず彩度の高い色彩を利用する場合は、面積

を抑え、効果的な使い方をする。 

・建築物の屋根は、低彩度及び低明度を基調とする。 

・基調となる色彩は、色相がＲ、ＹＲ、Ｙ系は彩度4以下、それ以外の色相は彩度2以下とする。ただ

し、建築物等の着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分又は建築

物の外壁面の20％未満の範囲で着色される部分の色彩については、この限りでない。 

・送電又は送信のための鉄塔・鉄柱（建築物等に附属する携帯電話用アンテナは除く）については、

空が背景となる場合は無彩色の明度5.5から8程度とし、金華山等の山が背景となる場合は、落ち

着いたＹＲ系の色相を用いる。 

・建築物等に附属する携帯電話用アンテナを外壁面に設置する場合は、外壁の色彩と調和させ、上

空に突出する部分については、上記と同様とする。 

・その他工作物などについては、自然景観及び眺望景観に配慮し、周辺の景観に調和するものとす

る。 

アクセント 

カラー等 

・使用する色彩や量は相互に調和する配色となるようバランスをとる。 

・コーポレートカラーやイメージカラー等は、彩度の高い色彩を大きな面積で用いることを避ける。 

色数 ・使用する色数はできる限り少なくする。 

配色調和 ・使用する色彩は、敷地内の個々の建築物等と調和させ、バランスのとれた配色とする。 

配置外構 

連続性 ・平面駐車場等について、まちなみの連続性に配慮し、門、塀等を設置する。 

附属建築物 

・建築設備や駐車場、駐輪場、ゴミ集積所等は、極力建築物と一体化した形態とし、通りやその他の

公共の場所から見えないようにする。やむを得ず見える場所に配置する場合は、目かくしや緑化等

により修景する。 

自動販売機 
・自動販売機を設置する場合は、建築物等との一体化や周辺の景観とまちなみに調和するよう工夫

する。 

素材 

耐久性 ・経年変化に耐え、汚れが目立たない素材を使用する。 

維持管理 ・清掃等の維持管理のしやすい素材を使用する。 

質感 
・木材、石、日本瓦等の伝統的な素材及び格子などのデザインを積極的に取り入れる。 

・建具は木製又は落ち着いた色のカラーサッシ又はこれに類するものとする。 

光沢性 
・金属やガラス等の光沢性のある素材を大きな面積で用いる場合には、周辺景観と調和させるように

する。 

緑化 

全体構成 ・樹種、樹高、樹姿、緑量、植栽位置、植栽手法等について周辺に合わせた緑化とする。 

配置 ・敷地内には、低・中・高木を適切に配置する。 

緑量 

・市域全域において届出対象行為となる建築物の敷地内には、原則として敷地面積から建築面積及

び築造面積を除いた面積に対する緑地面積の割合が 10分の 1以上となるよう緑地面積を確保す

る。 

樹種 
・推奨種を用いる。 

・社寺林や保存樹、既存樹林等を保全する。 

季節感 ・季節を感じることができるような植栽を行う。 

維持管理 ・敷地内の緑化推進、既存樹木の保存、育成及び適切な維持管理を行う。 

照明 

光量・色彩 

・方向 

・岐阜城（金華山）、長良川の夜間景観を損なうような過度な明るさやけばけばしい色彩の照明を用い

ない。 

・露出したネオン管、レーザー光線、LEDによる映像等の過度な照明は設置しない。 

・千鳥橋から金華橋までの長良川流域では、鵜飼実施の際、消灯、遮光する。 

点滅 ・華美なネオンやけばけばしく点滅する照明は設置しない。 

橋梁・ 

水門等 

全体構成 ・周辺の景観に配慮した形態意匠、色彩とする。 

設備管等 ・排水管等は目立たない位置に設ける。 

照明灯等 
・照明灯、欄干、ゲート、支柱、床仕上げ材等は、自然景観や連続性に配慮した形態意匠、色彩とす

る。 

仮設物等 形態・色彩等 
・仮囲い等の工事用仮設物や仮設建築物などは、歩行者の安全に配慮するとともに、良好な景観を

損なわないような、形態意匠、色彩、配置とする。 
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図 5-10 主要な眺望点位置図（「岐阜市景観計画」より転載、一部加筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-11 主要な眺望点からの眺め（「岐阜市景観計画」より転載） 
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表 5-10 景観計画重要区域における景観形成基準（勧告基準）（図 5-12に示すゾーンごとに示す） 

項目 景観形成基準 

地
区
名 

Ａ地区 B地区 C地区 D地区 E地区 F地区 

基
本
事
項 

・建築物前面（道路側）において、異質な形態意匠、色彩、素材を用いる等、外壁のデザインの統一感を妨げ、不調和となると

き。 

・自然資源や歴史・文化的資源の近傍やその周辺において、異質な形態意匠、色彩、素材、規模、配置とする等、良好な眺望

景観を阻害するとき。 

・きらびやかなネオンサイン、光源が点滅し、又は移動する照明、サーチライト、レーザー光線等過度に明るい照明設備を設置

したとき。 

建
築
物
等
の
高
さ 

建築物等の高さが 34

ｍを超えるとき。  

上記について、階段

室、昇降機塔、装飾

塔、物見塔、屋窓その

他これらに類する建築

物の屋上部分の水平

投影面積の合計が当

該建築物の建築面積

の8分の1以内の場合

においては、その部分

の高さは、2m までは、

当該建築物の高さに

参入しない。 

第１種低層住居専用

地域内は、その制限

による。 

建築物等の高さが20

ｍを超えるとき。 

建築物等の高さが10

ｍを超えるとき。 

長良南町地区地

区計画の制限に

よる。 

― 

風致地区の

制限による。 

緑化 

・地階を除く階数が 6 階以上若しくは地上からの高さが 20ｍを超える又は延べ面積（地階を除く各階の床面積

の合計）が 3,000 ㎡を超える建築物の新築、増築、改築または移転をするとき、敷地面積から建築面積及び

築造面積を除いた面積に対する緑地面積の割合が 10分の 1未満となるとき。 

ただし、岐阜市景観審議会の意見を聴いて、市長が認めるときは、この限りでない。 

風致地区の

制限による。 

備考 
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図 5-12 金華山・長良川区域ゾーン図（「岐阜市景観計画」より転載、一部加筆） 

 

 

表 5-11 景観計画重要区域における景観形成基準（変更命令基準） 

項 目 景観形成基準 

建築物・ 

工作物の 

色彩 

・基調となる色彩が、色相がR、ＹＲ、Y系は彩度4、それ以外の色相は彩度2より高いとき。ただし、建築物等の着色して

いない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分又は建築物の外壁面の20％未満の範囲で着色される

部分の色彩については、この限りでない。 
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５－３ 文化的景観と他法令及び補助制度との関係 

文化的景観の各地区及び重要な構成要素と、他法令及び補助制度との関係を表 5-11、図 5-13、

図 5-14に示す。 

 

表 5-11 各地区における土地利用等の行為規制範囲（1/2） 

根拠法令 行為規制範囲 

地区区分 

長良川 

地区 

金華山 

地区 

旧城下町 

地区 

川原町 

地区 

鵜飼屋 

地区 

都市計画法 都市計画区域 全域 全域 全域 全域 全域 

都市計画法 

建築基準法 

用途地域 
（市街化調

整区域） 

（市街化調

整区域） 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

商業地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

商業地域 

第二種住居地域 

高度地区 － － － 
全域 

（川原町Ｂ地区） 
－ 

防火指定 － － 
準防火地域 

（一部を除く） 

準防火地域 
（一部を除く） 

準防火地域 

特別用途地区 

（観光地区） 
－ － － 一部 一部 

都市計画施設の区域

内における建築の制

限 
各地区における都市計画施設 

都市計画法 

市地区計画区域内

における建築物等

の制限に関する条

例 

地区整備計画区域 － － 
一部 

（伊奈波地区地

区整備計画区域） 
－ － 

都市計画法 

市風致地区条例 

風致地区 

（第１種・第２種） 

全域 

（第 1種） 

全域 

（第 1種） 

一部 

（第 2種） 

一部 

（第 2種） 
－ 

景観法 

市景観条例 

景観計画区域 全域 全域 全域 全域 全域 

景観計画重要区域 

金華山・長良川区域 
全域 

一部を除く 

全域 
－ － 全域 

景観計画重要区域 

金華区域 
－ － 全域 全域 － 

都市公園法 

市都市公園条例 
都市公園区域 各地区における都市公園区域 

道路法 国道、県道、市道 一部 一部 一部 一部 一部 

河川法 

河川区域 全域 － － 一部 一部 

河川保全区域 － － － 一部 一部 

森林法 保安林 － 全域 － － － 

砂防法 

県砂防指定地の管

理及び砂防設備占

用料等の徴収に関

する条例 

砂防指定地 － 一部 － － － 
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表 5-11 各地区における土地利用等の行為規制範囲（1/2） 

根拠法令 行為規制範囲 

地区区分 

長良川 

地区 

金華山 

地区 

旧城下町 

地区 

川原町 

地区 

鵜飼屋 

地区 

宅地造成等規制法 
宅地造成工事規制区

域 
－ 一部 － － － 

鳥獣の保護及び狩

猟の適正化に関

する法律 

鳥獣保護区特別保護

地区 
－ 全域 － － － 

屋外広告物法 

市屋外広告物条例 

禁止地域 
全域 

（風致地区） 

全域 
（風致地区） 

一部 
（岐阜公園） 

一部 
（岐阜公園） 

－ 

広告物規制地区 － － 全域 全域 全域 

文化財保護法 

史跡岐阜城跡 － 
一部を除く 

全域 
一部 － － 

周知の埋蔵文化財 

包蔵地 
－ 一部 全域 全域 － 

登録有形文化財 

(建造物) 
－ １件 ３件 ４件 － 

市文化財保護条例 
市重要文化財 

(建造物) 
－  ３件 － － 
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【参考資料 1】川原町まちづくり協定（平成 16年 4月施行） 
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※一部加筆 

 



 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

【参考資料 2】伊奈波界隈まちつくり協定（平成 17年 7月施行） 
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※一部加筆 
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【参考資料 3】鵜飼屋地区景観協定（平成 15年 12月施行） 
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